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平成２３年３月２３日 判決言渡  

平成２２年（行ケ）第１０２３６号 審決取消請求事件 

平成２３年２月２８日 口頭弁論終結 

判        決 

      

       原      告    Ｘ 

    

       被      告    特 許 庁 長 官 

                    

       指 定 代 理 人    溝   本   安   展 

       同           吉   村   博   之 

       同           千   葉   輝   久 

       同           田   部   元   史 

       同           小   林   和   男 

主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

特許庁が不服２００８－２５７９２号事件について平成２２年５月２４日にした

審決を取り消す。 

第２ 争いのない事実 

１ 特許庁における手続の経緯 

原告は，平成１９年８月１２日，発明の名称を「音楽と一体化した形式でメール

を画面に表示する方法」とする発明について，特許出願（特願２００７－２１０５

８４。優先権主張平成１９年２月５日，同月６日。平成２０年９月１８日出願公開，
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特開２００８－２１６９６５。以下「本願」という。）をしたが，平成２０年３月

３１日付けで拒絶理由通知を受け，同年６月１９日付けで意見書及び手続補正書を

提出したが，同年８月１５日付けで拒絶査定を受けたので，同年１０月７日，これ

に対する不服の審判（不服２００８－２５７９２号事件）を請求するとともに，手

続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）。 

特許庁は，平成２２年５月２４日，本件補正を却下の上，「本件審判の請求は，

成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年６月

２７日に原告に送達された。 

 ２ 特許請求の範囲 

本件補正による補正前（平成２０年６月１９日付け手続補正後）の本願の特許請

求の範囲，明細書及び図面（甲２。以下，これを「本願明細書」という。）の特許

請求の範囲の請求項１及び２の記載は次のとおりである（以下，請求項２記載の発

明を「本願発明」という。また，本願の特許請求の範囲の記載の請求項１，２を，

順に「本願の請求項１」，「本願の請求項２」という場合がある。）。 

「【請求項１】音楽再生の開始情報を受けて，一つの音楽のすべてのパート（フレ

ーズ又はフレーズの集合）について，パートの順番，パート毎の歌詞及びパート毎

の演奏時間の電子情報をコンピュータのデータテーブルに読み込み，当該データテ

ーブルから音楽のパート順に歌詞を画面に出力すると同時に表示時間を計測してパ

ート毎の演奏時間に等しくなるまで歌詞を表示するプログラム（音楽と同期して歌

詞を表示するプログラム）における，パート毎の歌詞に相当する文章をコンピュー

タの文書入力機能を用いてメールといった当該音楽と関係しない独自に作成した文

章に編集するプログラム（歌詞を独自の文章に編集するプログラム）により編集し，

編集後の電子情報を用いて音楽と同期して歌詞を表示するプログラムを実行するこ

とにより，音楽をＢＧＭとしながら独自の文章をパート毎に音楽と同期して画面に

表示する方法 

【請求項２】音楽と同期して歌詞を表示するプログラム及び歌詞を独自の文章に編
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集するプログラムを組み込み，両方のプログラムを実行して，音楽再生に合わせて

音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能

及び音楽と同期して歌詞を表示するプログラムにおいて元の歌詞と独自の文章を選

択するコード（訳詞コード）の入力機能を有する電子機器」 

 ３ 審決の理由 

(1) 別紙審決書写しのとおりであり，その判断の概要は，次のとおりである。 

ア 本件補正は，特許請求の範囲の減縮に該当せず，特許法１７条の２第５項所

定の要件を充足しないので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５

３条１項の規定により却下すべきである。 

イ 本願発明は，本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である特開２００３

－１７７７６６号公報（甲１。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下

「引用発明」という。）に基づいて，当業者が容易に発明することができたもので

あるから，同法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。 

特許出願は，特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明のいずれか一つにお

いて，拒絶の理由が存在する場合，当該特許全体として，特許を受けることができ

ないから，本願の請求項１について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきである。 

(2) 上記判断に際し，審決が認定した引用発明の内容並びに本願発明と引用発明

との一致点及び相違点は，以下のとおりである。 

 ア 引用発明の内容 

歌詞入力画面には，楽譜に対応したオリジナルの歌詞，該楽譜に対応する歌詞を

新たに入力するための歌詞入力部が表示され， 

歌詞入力の際に，前記歌詞入力画面に表示された楽譜の前後１小節分を含む範囲

で該曲のカラオケ演奏を行い， 

ユーザはオリジナル歌詞表示や曲のつながりや流れを参考にして歌詞入力部に新

たに歌詞を順次入力していくことで，該曲に対しての歌詞作成を行い， 

歌詞選択画面には，楽譜に対応した各ユーザが作成した歌詞が，それぞれの歌詞
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に対応して表示される記号と共に表示され， 

ユーザはそれぞれの歌詞に対応して表示される記号を指定することによって歌詞

選択を行う 

作詞支援装置及びそれに用いる作成支援プログラム 

 イ 一致点 

音楽と同期して歌詞を表示するもの及び歌詞を独自の文章に編集するものであっ

て，音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集

する画面を表示する機能及び独自の文章を選択するコード（訳詞コード）の入力機

能を有する電子機器 

 ウ 相違点 

 (ｱ) 相違点ａ 

音楽と同期して歌詞を表示する機能及び歌詞を独自の文章に編集する機能を，本

願発明では，それぞれ個別の「プログラム」としたものであって，表示する機能は

「その両方を実行」することで実現され，入力機能は音楽と同期して歌詞を表示す

るプログラムにおいて実現されるのに対し，引用発明ではその点特定されていない

点。 

 (ｲ) 相違点ｂ 

入力機能における選択に際し，本願発明は，独自の文章と「元の歌詞」とを選択

するものであるのに対し，引用発明は各ユーザが作成した歌詞の選択である点。 

第３ 当事者の主張 

 １ 審決の取消事由に係る原告の主張 

審決は，(1) 本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り（取消事由１），(2) 

本願発明と引用発明との相違点を看過した誤り（取消事由２），(3) 容易想到性の

判断の誤り（取消事由３），(4) 本願発明の効果に関する認定の誤り（取消事由

４），(5) 本願の請求項１について検討しなかった判断の誤り（取消事由５）があ

り，これらの誤りは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきで
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ある。 

 (1) 本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り（取消事由１） 

 審決は，本願発明と引用発明について，「音楽と同期して歌詞を表示するもの及

び歌詞を独自の文章に編集するものであって，音楽再生に合わせて音楽と同期した

歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能及び独自の文章

を選択するコード（訳詞コード）の入力機能を有する電子機器」であることを一致

点として認定した。 

しかし，審決の一致点の認定は誤りである。すなわち， 

ア  「独自の文章を編集する」点について，引用発明は，楽譜の小節を単位とし

て音符と関係づけて編集を行うのに対し，本願発明では音符とは無関係に編集する

ものであり，編集方法において異なる。 

したがって，審決は，上記の点を一致点と認定した誤りがある。 

イ  「歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」につ

いて，引用発明では電子機器の画面表示が１箇所である（編集部分のみの画面表示

で静的な表示であり，本願発明における動的な表示に相当するものがない）のに対

して，本願発明では編集中のパートの静的な表示（音楽演奏と連動しない編集中の

パートの歌詞表示）と音楽の全パートの動的な表示（音楽演奏と同期した歌詞をパ

ート毎に順次表示）を画面の２箇所で表示するものであり，表示内容が異なる。 

また，参照用の画面に表示する内容について，引用発明では編集部分の楽譜と元

の歌詞であるのに対し，本願発明では音楽全体の各パートの歌詞と編集部分のパー

ト番号とパート毎の歌詞であり，表示内容において相違する。 

したがって，審決は，「歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表

示する機能」を一致点と認定した誤りがある。 

 (2) 本願発明と引用発明との相違点を看過した誤り（取消事由２） 

審決は，本願発明と引用発明の対比につき，以下の相違点を看過した誤りがある。 

ア  文章編集中に編集部分を参照するための音楽について，引用発明では一つの
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パートの編集中に再生する音楽の範囲はその前後数小節に限られ，その範囲を繰返

し再生するものであり，全パート（音楽全体）について再生しても，前後１小節を

含めて再生するため音楽は断続的となり，元の音楽とは異なるものとなるが，本願

発明では音楽の最初のパートからパート毎の表示時間経過後は次のパートを自動的

に表示する方法により，音楽全体を連続して再生する点において相違する。 

イ 参照する音楽について，引用発明では音楽と同期して歌詞を表示するもので

はないが，本願発明では音楽と同期して歌詞を表示するものである点において相違

する。 

 (3) 容易想到性の判断の誤り（取消事由３） 

本願発明と引用発明とは，課題解決方法及び効果等において相違するから，本願

発明が引用発明から容易想到とした審決の判断は，誤りである。すなわち， 

ア 本願発明の課題は，音楽全体の中でどのパートにおいてメールの文章を同期

表示するかを選択する際にその判断を容易にするために，編集中のパート番号と歌

詞の静的な画面表示や音楽と同期して動的に表示される歌詞を，画面の２箇所に表

示するもので，部分的な理解ではなく音楽全体のパートの理解をすすめるものであ

る。なお，本願発明において，同期表示する対象は，本願の請求項１の記載から，

メールの文章といった音楽に関係しない独自に作成した文章と理解されるのであり，

引用発明において表示される音楽の一部を構成する文章とは異なるものである。 

他方，引用発明の課題は，作詞支援や替え歌という音楽に関する創作支援であり，

音楽の数小節単位で音符と関係づけて当該部分の前後をリピートして再生して部分

毎に音楽の理解をすすめるものである。 

したがって，両者は，課題解決方法において相違する。  

イ 本願発明は，音楽を聴きながら当該音楽と同期したメールなどの文章を表示

するもので，同期する音楽パートは間奏部を含めた音楽全体の中からユーザが任意

に選択することを課題の一つとする。そして，パート番号を用いることで歌詞のな

い間奏部についても，パート番号が画面表示される間に流れる音楽が当該パートの
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音楽と理解することができ，歌詞のない音楽パートを可視化することにより，課題

の解決を図るものである。なお，本願発明における「音楽と同期して歌詞を表示す

るプログラム」及び「歌詞を独自の文章に編集するプログラム」は，本願の請求項

１に記載された各プログラムを指す。 

他方，引用発明においては，音楽パートを仮に数小節ととらえるとしても，パー

ト番号に相当するものがなく，楽譜のみの表示となる。 

以上のとおり，本願発明は，引用発明から容易に想到できたものとはいえない。 

ウ 本願発明は，音楽演奏と同期して順次パート毎の歌詞を表示するとともに編

集中のパート番号及び歌詞を同一画面に表示する機能を有するものであり，音楽パ

ートの理解を促すという進歩性を有するものであり，本願発明の訳詞コードは，音

楽と同期して歌詞を表示するプログラムを実行する際に，表示する文章について歌

詞と編集後の文章を切り替えるものであって，同技術も，引用発明から容易に想到

することはできない。 

 (4) 本願発明の効果に関する認定の誤り（取消事由４） 

本願発明には，以下の顕著な効果があるから，本願発明の効果が引用発明から想

定される範囲を超えるものでないとした審決の判断に誤りがある。 

すなわち，音楽パート（メロディや詞をいい，前後のパートとの関係を含む。）

を理解するとき，歌詞カードなど全体的に歌詞を表示するものを見ながら音楽を聴

く，或いは，メロディを口ずさんで歌詞を順次追うなどしないと，パートの歌詞を

断片的に読むのみでは困難である。パート毎の歌詞を独自の文章に編集する際も同

様であるが，携帯電話などの小画面では，歌詞全体を一度に表示することが物理的

に難しいという問題がある。そこで，本願発明は，携帯電話などの画面に対応でき

るよう，パート単位で歌詞などをコンパクトに表示するために歌詞表示の方法につ

いて静的表示と動的表示の２つを同時に表示し，２つの歌詞表示とパート番号をも

とに音楽パートについての理解をすすめることとしたものである。 

したがって，本願発明は，画面２箇所に表示される歌詞が一致する間に流れる音
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楽が当該パートであることを明確に示し，歌詞と合わせてパート番号を表示するこ

とで，携帯電話などの小画面で音楽パートの理解をすすめることができるという，

引用発明にない顕著な効果を有するから，本願発明の効果について，引用発明から

想定される範囲を超えるものでないとした審決の認定は誤りである。 

 (5) 本願の請求項１について検討しなかった判断の誤り（取消事由５） 

審決は，本願の請求項１について検討するまでもなく，拒絶すべきと判断した。 

しかし，審決の判断は誤りである。 

すなわち，本願発明は，音楽と同期して歌詞を表示するプログラムを用いて音楽

演奏に合わせて順次流れるパート毎の歌詞と編集中のパート番号と歌詞を同一画面

に表示する機能を有する電子機器という物自体の発明で，音楽パートの理解をすす

めるという進歩性を有するものである。主に請求項１はソフトウェアを用いた方法，

請求項２はそれをハードウェアにより具体的に実現するものであり，請求項１も含

めて，音楽と一体化してメールの文章を表示することで，メールの付加価値を高め

るという顕著な効果作用を奏するものである。 

したがって，審決は，本願の請求項１について検討しなかった判断の誤りがある。 

 ２ 被告の反論 

原告の主張する取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がなく，審決に取り消

されるべき違法はない。 

(1) 取消事由１（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）に対し 

ア 原告は，「『独自の文章を編集する』点について，引用発明は，楽譜の小節

を単位として音符と関係づけて編集を行うのに対し，本願発明では音符とは無関係

に編集するものであり，編集方法は異なる。」と主張する。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

すなわち，本願の請求項２には，文章の編集に関して，「歌詞を独自の文章に編

集するプログラム」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら

同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」と記載されている。そして，「音
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楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画

面を表示する機能」については，文章の編集と歌詞の表示を同じ画面に表示するに

当たり，歌詞は音楽と同期して表示されるものであるから，間接的とはいえ文章の

編集と音楽との関係が示唆されていると捉えることができる。また，音楽がメロデ

ィ（旋律），リズム，ハーモニー（和音）をその構成要素として有し，音符を用い

てこれらメロディ（旋律），リズム，ハーモニー（和音）を表現（表示）すること

は自明であるから，音楽と音符は一体不可分であり，音楽と同期するということは，

音符の動きに合わせることといえる。そうすると，本願発明の「音楽再生に合わせ

て音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機

能」は，文章の編集と音符との関係を示唆したものと理解できる。 

 また，本願明細書の段落【０００９】には，「図４は，・・・画面上部に音楽と

同期した歌詞を順次表示することで文章編集作業の中で編集中のパートが音楽のど

の部分であるかをわかりやすくするためのもので，音楽と同期して歌詞を表示する

プログラム及び歌詞を独自の文章に編集するプログラムを組み込み，図６の照合エ

リアで訳詞コードの選択をするためのキーを入力する機能を有する電子機器であ

る。」と記載されている。 

したがって，本願発明について，文章の編集を「音符とは無関係に編集するもの

であ」ることを前提とする原告の主張は失当である。 

イ(ｱ) 原告は，「『歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示す

る機能』について，引用発明では電子機器の画面表示が１箇所であるのに対して，

本願発明では編集中のパートの静的な表示と音楽の全パートの動的な表示を画面の

２箇所で表示するものであり，表示内容が異なる。」と主張する。 

しかし，原告の上記主張は，以下のとおり失当である。 

すなわち，引用例（甲１）の段落【００５０】の記載からすると，引用発明は，

「作詩対象としての曲に関する楽譜と，該楽譜に対応したオリジナルの歌詞」を表

示しながら，同じ画面に「該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力



 
 

10

部」を表示するもの，換言すると，画面の２箇所で表示するものと認められる。し

たがって，引用発明と本願発明とは，格別相違するものとはいえない。 

また，引用例の段落【００５１】及び【００４１】の記載によると，引用発明は，

「歌詞入力の際に該曲のカラオケ演奏を行う場合には，停止指示があるまで該歌詞

入力画面に表示された楽譜の前後１小節分を含む範囲でカラオケ演奏を繰り返し行

う」ことから，音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に

歌詞入力画面を表示するものであって，それにより，「ユーザは実際に曲を聞きな

がら作詞を行うことができるので，曲イメージにあった歌詞を生成することができ

るようになる」ものと認められる。そうすると，引用発明は，歌詞入力の際に，歌

詞入力画面に表示された楽譜の前後１小節分を含む範囲で該曲のカラオケ演奏を行

うものであるから，「歌詞入力画面」で表示される歌詞は，曲のカラオケ演奏に合

わせて曲と同期して表示されているといえる。 

 したがって，引用発明では電子機器の画面表示が１箇所であることを前提として，

本願発明と表示内容が異なるとする原告の主張は失当である。 

 (ｲ) 原告は，「参照用の画面に表示する内容について，引用発明では編集部分の

楽譜と元の歌詞であるのに対し，本願発明では音楽全体の各パートの歌詞と編集部

分のパート番号とパート毎の歌詞であり，表示内容が異なる。」と主張する。 

 しかし，本願の請求項２には，「音楽全体の各パートの歌詞」，「編集部分のパ

ート番号」及び「パート毎の歌詞」を表示することは記載されていないから，原告

の主張は，請求項２の記載に基づくものでなく，失当である。 

 (2) 取消事由２（本願発明と引用発明との相違点を看過した誤り）に対し 

ア 原告は，「文章編集中に編集部分を参照するための音楽について，引用発明

では一つのパートの編集中に再生する音楽の範囲はその前後数小節に限られ，その

範囲を繰返し再生するものであり，全パート（音楽全体）について再生しても，音

楽は断続的となり，元の音楽とは異なるものとなるのに対し，本願発明では音楽の

最初のパートからパート毎の表示時間経過後は次のパートを自動的に表示する方法
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により，音楽全体を連続して再生する点において相違する」旨を主張する。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

本願の請求項２には，文章編集中に編集部分を参照するための音楽に関して，

「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集す

る画面を表示する機能」と記載されているが，その音楽の再生について，再生する

範囲が音楽全体であるのか部分的であるのか特定はなく双方を包含するものといえ

るから，再生する音楽の範囲の違いは，相違点とはなり得ない。なお，原告は，

「本願発明では音楽の最初のパートからパート毎の表示時間経過後は次のパートを

自動的に表示する方法により，音楽全体を連続して再生するものである」と主張す

るが，請求項２に係る発明の認定に当たり，請求項１の記載に基づいて解釈するこ

とは許されず，原告の主張は失当である。 

また，引用例（甲１）の段落【００３９】ないし【００４２】，及び，図７の記

載，特に段落【００４２】の「ステップＳ４３では，楽譜及び歌詞のデータを小節

単位に進める。・・・小節単位に歌詞入力画面に表示する楽譜や歌詞を進めていく

ことによって，小節単位にユーザ作成の歌詞を記録することができるようになって

いる。・・・なお，歌詞入力は小節単位に限らず，複数小節単位で歌詞入力できる

ものであってもよいことは言うまでもない。」の記載によると，歌詞入力を小節単

位（複数小節単位）に順次進めていくことから，その曲（音楽）全体にわたって曲

（音楽）を聞きながら作詞を行うことができるのであり，引用発明においても音楽

全体について再生するといえる。したがって，「引用発明では４小節という限られ

た範囲を繰返し再生するものであるが，本願発明では音楽全体について再生するも

のである点が相違する」との原告の主張は失当である。 

 イ 原告は，「参照する音楽について，引用発明では音楽と同期して歌詞を表示

するものではないが，本願発明では音楽と同期して歌詞を表示するものである点で

相違する。」と主張する。 

 しかし，原告の主張は失当である。 
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 上記(1) イのとおり，引用発明も音楽と同期して歌詞を表示するものであり，本

願発明と相違しないから，原告の主張は失当である。 

 (3) 取消事由３（容易想到性の判断の誤り）に対し 

原告は，本願発明と引用発明とは，課題解決方法及び効果等に相違があり，本願

発明が引用発明から容易想到とした審決の判断は誤りである，と主張する。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。すなわち， 

ア 原告は，「引用発明の課題は，作詞支援や替え歌という音楽に関する創作支

援であり，音楽の数小節単位で音符と関係づけて当該部分の前後をリピートして再

生して部分毎に音楽の理解をすすめるものであるが，本願発明の課題は，音楽全体

の中でどのパートにおいてメールの文章を同期表示するかを選択する際にその判断

を容易にするために，編集中のパート番号と歌詞の静的な画面表示や音楽と同期し

て動的に表示される歌詞を，画面の２箇所に表示するもので，部分的な理解ではな

く音楽全体のパートの理解をすすめるものである。なお，本願発明において，同期

表示する対象は，本願の請求項１の記載から，メールの文章といった音楽に関係し

ない独自に作成した文章と理解され，引用発明において表示される音楽の一部を構

成する文章とは異なるものである。したがって，両者は，課題解決方法において大

きく相違する。」と主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。 

本願発明を特定した本願の請求項２には，「同期表示」に関して，「音楽と同期

して歌詞を表示するプログラム」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を

表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」という記載があるだ

けで，同期表示する対象がメールの文章であること，及び，同期表示する対象を音

楽全体の中でパート毎に選択することを特定する記載はなく，それらは自明な事項

でもないから，本願発明において，原告主張の課題に対応した構成が示されている

とはいえない。 

また，本願の請求項２には，音楽と同期した歌詞を表示しながら編集される文章
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の対象物は何か，それを音楽全体の中でどのような単位（まとまり）で選択して表

示されるのかについて特定する記載はない。そうすると，編集される文章の対象物

には，原告主張の「メール」の文章のみならず，引用発明におけるユーザ自身が作

詞した独自の文章も包含されると解される。加えて，選択して表示される単位につ

いては，表示する画面の制約から，音楽全体ではなく，画面に適合した単位である

ことは容易に認識できるところであり，原告主張の「パート」のみならず，引用発

明における複数小節単位も包含され，それらが音楽（曲）全体にわたった音楽

（曲）の理解に寄与することも認められる（引用例の段落【００４１】）。 

したがって，原告主張の本願発明の課題は，本願の請求項２によって特定される

本願発明の構成に基づかないものであり，また，その課題が引用発明に示されてい

ないともいえないから，原告の主張は失当である。 

なお，原告は，「本願の請求項１の記載から，本願発明において，同期表示する

対象はメールの文章といった音楽に関係しない独自に作成した文章であり，引用発

明のような，音楽の一部を構成する文章とは異なる」と主張するが，請求項２に係

る発明の認定に当たり，請求項１の記載に基づいて解釈することは許されず，原告

の主張は失当である。 

イ 原告は，「本願発明は，音楽を聴きながら当該音楽と同期したメールなどの

文章を表示するもので，同期する音楽パートは間奏部を含めた音楽全体の中からユ

ーザが任意に選択することを課題の一つとし，パート番号を用いることで歌詞のな

い間奏部についても，パート番号が画面表示される間に流れる音楽が当該パートの

音楽と理解することにより，課題の解決を図るものである。なお，本願発明におけ

る「音楽と同期して歌詞を表示するプログラム」及び「歌詞を独自の文章に編集す

るプログラム」は，本願の請求項１記載の各プログラムを指すのに対して，引用発

明においては，パート番号に相当するものがなく，楽譜のみの表示であるから，引

用発明から本願発明を容易に想到できるとはいえない」旨主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。 
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本願の請求項２には，「音楽と同期して歌詞を表示するプログラム」及び「音楽

再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面

を表示する機能」との記載はあるものの，原告の主張に係る「音楽パート」や「パ

ート番号」については，何らの記載もない。 

なお，原告は，本願明細書の請求項２における「音楽と同期して歌詞を表示する

プログラム」及び「歌詞を独自の文章に編集するプログラム」は，請求項１記載の

各プログラムを指す旨主張するが，上記アのとおり，請求項２に係る発明の認定に

当たり，請求項１の記載に基づいて解釈することは許されず，原告の主張は失当で

ある。したがって，原告の主張は，本願の請求項２の記載に基づくものではなく，

失当である。 

ウ 原告は，「本願発明の訳詞コードは，音楽と同期して歌詞を表示するプログ

ラムを実行する際に，表示する文章について歌詞と編集後の文章を切り替えるもの

であって，同技術も，引用発明から容易に想到することはできない。」と主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。 

訳詞コードは，本願の請求項２において「音楽と同期して歌詞を表示するプログ

ラムにおいて元の歌詞と独自の文章を選択するコード（訳詞コード）」と記載され

るとおり，元の歌詞と独自の文章を選択するためのコードであり，本願発明を引用

発明に基づいて発明することを困難とするものではない。 

 (4) 取消事由４（本願発明の効果に関する認定の誤り）に対し 

原告は「本願発明は，画面２箇所に表示される歌詞が一致する間に流れる音楽が

当該パートであることを明確に示し，歌詞と合わせてパート番号を表示することで，

携帯電話などの小画面で音楽パートの理解をすすめることができるという，引用発

明にない顕著な効果を有するから，本願発明の効果について，引用発明から想定さ

れる範囲を超えるものでないとした審決の認定は誤りである。」と主張する。 

しかし，原告の主張は理由がない。 

本願の請求項２には，歌詞の表示の方法に関して，「音楽に同期して歌詞を表示



 
 

15

する」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文

章を編集する画面を表示する」という記載があるだけで，パート単位で歌詞などを

表示することについての記載はないから，「画面２箇所に表示される歌詞が一致す

る間に流れる音楽が当該パートであることを明確に示し，歌詞と合わせてパート番

号を表示することで，音楽の中のパートの位置などの理解をすすめることができ

る」という効果は，請求項２に係る本願発明の効果とはいえない。 

なお，本願発明は，再生する音楽に同期して表示する歌詞の長さと表示する画面

の大きさの物理的制約に照らすと，その音楽を構成する一定のまとまりを単位とし

て表示するものといえるが，引用発明も，ユーザ自身が作成した歌詞を音楽全体の

中で小節単位（複数小節単位）毎に同期表示するものである（引用例の段落【００

４２】）から，原告の主張に係る効果があったとしても，本願発明が困難となるも

のではない。 

したがって，原告の主張は失当である。 

 (5) 取消事由５（本願の請求項１について検討しなかった判断の誤り）に対し 

原告は「本願発明は，請求項１も含めて，音楽と一体化してメールの文章を表示

することで，メールの付加価値を高めるという顕著な効果作用を奏するものである

から，審決は，本願の請求項１について検討しなかった判断の誤りがある。」と主

張する。 

 しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。 

特許法４９条は，特許出願に係る発明が，同法２９条等の規定に該当し，特許を

することができないものであるときは，審査官は，その特許出願について拒絶査定

をしなければならないと規定し，同法５１条は，特許出願について拒絶の理由を発

見しないときは，特許をすべき旨の査定をしなければならないと規定し，一つの特

許出願について，拒絶査定か特許査定かのいずれかの行政処分をすべきものとする。

これに対して，特許無効の審判については，「二以上の請求項に係るものについて

は，請求項ごとに請求することができる。」（同法１２３条１項柱書）と規定され
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るから，各請求項ごとに，無効審判の申立てをすることができる。以上の出願審査

に関する対応及び無効審判との対比を総合すれば，同法４９条は，一つの特許出願

における複数の請求項に係る発明のいずれか一つが，同法２９条等の規定に該当す

るときは，その特許出願全体を拒絶すべきことを規定しているものと解すべきであ

る。 

したがって，「本願の請求項１について検討するまでもなく，本件特許出願を拒

絶すべきものである。」との審決の判断に違法はない。 

第４ 当裁判所の判断 

当裁判所は，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違

法はないものと判断する。その理由は以下のとおりである。 

１ 取消事由１（本願発明と引用発明との一致点の認定の誤り）について 

以下のとおり，審決のした本願発明と引用発明との一致点の認定に誤りはない。 

(1) 原告は，「『独自の文章を編集する』点について，引用発明は，楽譜の小節

を単位として音符と関係づけて編集を行うのに対し，本願発明では音符とは無関係

に編集するものであり，編集方法において相違する」旨主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。すなわち， 

ア 認定事実 

(ｱ) 本願の請求項２は，上記第２，２記載のとおりである。 

(ｲ) 他方，引用例（甲１）には，次の記載がある。 

「【００４９】・・・「歌詞入力画面」及び「歌詞選択画面」について，それぞ

れ図を用いて簡単に説明する。まず，「替歌作成サービス」選択時における作詞支

援の際にクライアント装置に表示する「歌詞入力画面」（図７のステップＳ３３参

照）について，図１０（判決注：別紙【図１０】記載の図面である。）を用いて説

明する。図１０は，歌詞入力画面の一実施例を示す概念図である。 

【００５０】図１０から理解できるように，歌詞入力画面には，作詞対象として

の曲に関する楽譜と，該楽譜に対応したオリジナルの歌詞（あるいはユーザが過去
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に作成した歌詞），該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部（図

１０においては実線の四角で囲んだ領域）とが所定の曲範囲に相当する分だけ表示

される。この実施例では点線の四角で囲んだ領域が歌詞入力画面として実際に表示

される部分であり，「ワン ワン ワ ワン…」が歌詞作成の際にユーザが参考とす

るオリジナル歌詞（又は１番の歌詞）として，「ニャン ニャン ニャ ニャン」が

今回ユーザが新たに入力する歌詞（又は２番の歌詞）として表示されている。この

歌詞入力画面として実際に表示される部分はユーザ操作に従って左右にスクロール

することから，ユーザは画面をスクロールすることで曲の所望位置に対しての歌詞

入力を行うことができるようになっている。ユーザはこうした楽譜表示やオリジナ

ル歌詞表示等を参考にして歌詞入力部に新たに歌詞を順次に入力していくことで，

該曲に対しての歌詞作成を行うことができる。こうした歌詞入力の際に，既に歌詞

を入力済みのメロディと同様のメロディに対して歌詞を入力する場合には，既に入

力されている歌詞と同様の歌詞を歌詞入力部に仮の歌詞として仮表示する。・・・

こうした歌詞の仮表示は，既にユーザが入力済みの歌詞と表示態様を異ならせて表

示する。・・・ユーザはこうして仮表示された歌詞をそのまま当該メロディに対す

る歌詞としてそのまま用いてもよいし，仮表示された歌詞と異なる歌詞を新たに入

力してもよい。こうすると，歌詞入力画面として表示されていない部分の箇所に対

してユーザがどのような歌詞を入力したかをわざわざ歌詞入力画面を当該楽譜部分

まで戻して確認しなくても，当該メロディに対して入力した歌詞をその場で確認す

ることができ，また同じ歌詞を新たに入力する手間が省けることから便利である。 

【００５１】なお，入力した歌詞の表示位置は楽譜における各音符表示位置に対

応するようにして自動的に配置できるようにしてもよいし，ユーザ自らが適宜の位

置に配置できるようにしてもよいことは言うまでもない。また，歌詞を仮表示する

場合には歌詞入力部に歌詞を仮表示することに限らず，歌詞入力部を空欄表示して

おいて，その近辺に歌詞を仮表示するようにしてもよい。こうした場合には，ユー

ザは仮表示された歌詞を参考にして，空欄となっている歌詞入力欄に新たに歌詞を
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入力することができるようになり便利である。なお，歌詞入力の際に該曲のカラオ

ケ演奏を行う場合には，停止指示があるまで該歌詞入力画面に表示された楽譜の前

後１小節分を含む範囲でカラオケ演奏を繰り返し行う（上述した図７のステップＳ

３７～ステップＳ４０参照）。すなわち，図１０に示した実施例の場合には，歌詞

入力画面として２小節分の楽譜が表示されていることから，カラオケ演奏指示を行

った場合には表示されている２小節分と表示されている小節に前後する各１小節の

計４小節分の楽譜に関してのカラオケ演奏が繰り返し行われることになる。このよ

うに歌詞入力画面に表示されている楽譜のみでなく，表示されている楽譜に相前後

する小節までを含めてカラオケ演奏することによって，ユーザは曲のつながりや流

れなどを参考にして歌詞を作成することができるようになる。」 

イ 判断 

上記ア(ｲ) によれば，引用例の段落【００５０】に，「歌詞入力画面には，作詞

対象としての曲に関する楽譜と，該楽譜に対応したオリジナルの歌詞（あるいはユ

ーザが過去に作成した歌詞），該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞

入力部（図１０においては実線の四角で囲んだ領域）とが所定の曲範囲に相当する

分だけ表示される。」と記載されていることから，引用発明においては，歌詞入力

部は楽譜に対応しており，音符と関係づけて編集を行う技術が開示されていると認

められる。 

したがって，本願発明と引用発明とは，「音楽と同期して歌詞を表示するもの及

び歌詞を独自の文章に編集するものであって，音楽再生に合わせて音楽と同期した

歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能及び独自の文章

を選択するコード（訳詞コード）の入力機能を有する電子機器」との点において一

致するから，審決の認定に誤りはない。 

この点，原告は，本願発明においては，文章を「音符とは無関係に」編集するも

のであると主張する。しかし，本願の請求項２には，文章の編集に関して，「歌詞

を独自の文章に編集するプログラム」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌
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詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」との記載はある

ものの，「音符」に関する記載はなく，文章の編集と音符との関係については，何

ら特定されていないから，原告の上記主張は，請求項２の記載に基づかない主張で

あり，その主張自体失当である。 

(2) 原告は，「①『歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示す

る機能』について，引用発明では電子機器の画面表示が１箇所である（編集部分の

みの画面表示で静的な表示であり，本願発明における動的な表示に相当するものが

ない）のに対して，本願発明では編集中のパートの静的な表示（音楽演奏と連動し

ない編集中のパートの歌詞表示）と音楽の全パートの動的な表示（音楽演奏と同期

した歌詞をパート毎に順次表示）を画面の２箇所で表示するものであり，表示内容

が異なる。②参照用の画面に表示する内容について，引用発明では編集部分の楽譜

と元の歌詞であるのに対し，本願発明では音楽全体の各パートの歌詞と編集部分の

パート番号とパート毎の歌詞であり，表示内容が異なる。」旨主張する（なお，原

告主張の「静的な表示」及び「動的な表示」は，本願明細書に記載されていないが，

上記原告主張の括弧内に示された意味を前提とする。）。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

ア 上記①の原告の主張について 

本願の請求項２には，歌詞の表示に関して，「音楽と同期して歌詞を表示する」

及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編

集する画面を表示する」と記載されるのみであり，音楽全体を各パートの単位で歌

詞を表示することも，編集部分にパート番号とパート毎の歌詞を表示することも，

記載されていない。また，請求項２の電子機器は，「歌詞を独自の文章に編集する

プログラム」を組み込み，「文章を編集する画面を表示する」ものであるが，文章

を編集する際に，編集部分に参照用のパート毎の歌詞が表示されることまでは特定

されていない。さらに，本願明細書の段落【０００４】に，「ユーザが編集する際

に音楽再生と併せて音楽と同期した歌詞を表示する画面及び文章編集画面を同時に
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表示する機能・・・を有する電子機器を用いることで編集をより容易なものにする

ものである。」との記載があり，「音楽と同期した歌詞を表示する画面」と「文章

編集画面」が同時に表示されることは開示されているといえるが，このことから，

「音楽演奏と連動しない編集中のパートの歌詞」と「音楽演奏と同期したパート毎

の歌詞」が画面の２箇所で表示されるとまではいえないから，本願発明が，参照用

の歌詞として，音楽全体の各パートの歌詞と編集部分のパート毎の歌詞とを，画面

の２箇所で表示するものであるとの原告の主張は，請求項２の記載に基づくもので

はなく，採用することができない。 

なお，本願明細書には，実施の形態として，電子機器の画面上部に音楽と同期し

た歌詞を順次表示し，画面下部にパートの文章編集画面を表示して，その上段に曲

名と元の歌詞を，下段にパートの順番と文章編集部を表示することが開示されてい

るが（段落【０００６】，図４），請求項の記載を離れて，本願発明の構成を限定

して解釈することはできない。 

したがって，参照用の画面に表示する内容について，引用発明と本願発明では表

示内容における相違点はない。 

イ 上記②の原告の主張について 

上記(1)ア(ｲ)によれば，引用例の段落【００５０】に，「歌詞入力画面には，作

詩対象としての曲に関する楽譜と，該楽譜に対応したオリジナルの歌詞・・・，該

楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部（図１０においては実線の

四角で囲んだ領域）とが所定の曲範囲に相当する分だけ表示される。」との記載が

あり，段落【００５１】に，「歌詞入力の際に該曲のカラオケ演奏を行う場合には，

停止指示があるまで該歌詞入力画面に表示された楽譜の前後１小節分を含む範囲で

カラオケ演奏を繰り返し行う」との記載があることから，引用発明は，「作詩対象

としての曲に関する楽譜と，該楽譜に対応したオリジナルの歌詞」を表示しながら，

同じ画面に「該楽譜に対応する歌詞を新たに入力するための歌詞入力部」を表示す

るものと認められ，カラオケ演奏の範囲は楽譜の表示範囲より前後１小節広いとし
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ても，表示された楽譜と演奏される音楽（カラオケ）は一致しており，楽譜と音楽

は同期しているといえる。また，上記「該楽譜に対応したオリジナルの歌詞」は，

音楽再生に合わせて表示される「音楽と同期した歌詞」であり，「該楽譜に対応す

る歌詞を新たに入力するための歌詞入力部」は，「文章を編集する」ための画面で

あるといえる。 

そうすると，引用発明は，歌詞入力画面に，音楽と同期した「該楽譜に対応した

オリジナルの歌詞」を表示するとともに，「該楽譜に対応する歌詞を新たに入力す

るための歌詞入力部」を表示するものであるから，「音楽再生に合わせて音楽と同

期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する」ものであり，

引用発明と本願発明とは，格別相違するものではない。 

したがって，「歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機

能」について，引用発明と本願発明とは，表示内容において相違しない。 

(3) 以上のとおり，審決の一致点の認定に誤りがあるとは認められない。 

２ 取消事由２（本願発明と引用発明との相違点を看過した誤り）について 

以下のとおり，審決に，原告主張に係る本願発明と引用発明との相違点を看過し

た誤りはない。 

(1) 原告は，「文章編集中に編集部分を参照するための音楽について，引用発明

では一つのパートの編集中に再生する音楽の範囲はその前後数小節に限られ，その

範囲を繰返し再生するものであり，全パート（音楽全体）について再生しても，音

楽は断続的となり，元の音楽とは異なるものとなるが，本願発明では音楽の最初の

パートからパート毎の表示時間経過後は次のパートを自動的に表示する方法により，

音楽全体を連続して再生する点が相違する。」と主張する。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

本願の請求項２には，音楽の再生に関して，「音楽再生に合わせて音楽と同期し

た歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」と記載され

ているが，その音楽の再生について，再生する範囲が音楽全体であるのか部分的で
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あるのか，パートから次のパートへの連続的な音楽再生であるのか繰り返し再生で

あるのか，何らの特定もない。したがって，本願発明と引用発明との相違点に係る

原告の主張は，主張自体失当である。 

この点，原告は，請求項２に記載の「音楽再生」の意義について，本願の請求項

１の記載に基づいて限定して解釈すべきであると主張するが，請求項２に係る発明

の認定に当たり，他の請求項の記載に基づいて解釈することは許されない。 

また，原告は，本願発明が最初のパートから連続してパートの処理を行い，音楽

再生は音楽全体について連続して行うことを主張するが，これは本願明細書の段落

【００１０】及び【００１１】に記載された実施の態様にすぎず，本願発明の構成

をこのようなものに限定して解釈することはできない。 

そして，引用例には，「・・・演奏指示が行われていると判定した場合には（ス

テップＳ３７のＹＥＳ），入力済みの前のフレーズから未入力のフレーズまでの演

奏データをクライアント装置に対して送信する（ステップＳ３８）。すなわち，歌

詞入力画面として歌詞を入力するために表示されている楽譜及びその表示されてい

る楽譜前後の所定部分に関しての演奏データのみを送信して，クライアント側にお

いて該演奏データに基づくカラオケ演奏を行わせる。ステップＳ３９では，演奏停

止の指示があるか否かを判定する。演奏停止の指示があると判定した場合には（ス

テップＳ３９のＹＥＳ），演奏を停止して（ステップＳ４０），ステップＳ４１の

処理へ行く。こうすることにより，ユーザは実際に曲を聞きながら作詞を行うこと

ができるので，曲イメージにあった歌詞を生成することができるようになる。」

（段落【００４１】），「・・・ステップＳ４３では，楽譜及び歌詞のデータを小

節単位に進める。・・・こうして，小節単位に歌詞入力画面に表示する楽譜や歌詞

を進めていくことによって，小節単位にユーザ作成の歌詞を記録することができる

ようになっている。つまり，ユーザは所定範囲毎に歌詞を入力する。なお，歌詞入

力は小節単位に限らず，複数小節単位で歌詞入力できるものであってもよいことは

言うまでもない。」（段落【００４２】）と記載されているから，引用発明は，歌
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詞入力を小節単位（複数小節単位）に順次進めていくものであり，演奏データに基

づくカラオケ演奏も，繰り返して演奏するか否かは，クライアント側（ユーザ）か

らの指示に基づくものであることを考慮すると，引用発明も，その曲（音楽）全体

にわたって，曲の演奏とともに作詞を行うものであるといえる。したがって，引用

発明においても音楽全体について再生するといえ，また，その演奏範囲（歌詞入力

の単位（まとまり））や演奏形態（繰り返し）も選択できるものであるから，本願

発明と引用発明の音楽再生に関して，格別の相違はないというべきである。 

したがって，原告の主張は失当である。 

 (2) 原告は，「参照する音楽について，引用発明では音楽と同期して歌詞を表示

するものではないが，本願発明では音楽と同期して歌詞を表示するものである点で

相違する。」と主張する。 

 しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

引用例（甲１）には，「歌詞入力の際に該曲のカラオケ演奏を行う場合には，停

止指示があるまで該歌詞入力画面に表示された楽譜の前後１小節分を含む範囲でカ

ラオケ演奏を繰り返し行う」（段落【００５１】）ことが記載されているから，楽

譜と音楽（カラオケ演奏）は同期しているといえ，「該楽譜に対応したオリジナル

の歌詞」も音楽と同期しており，引用発明も，音楽と同期して歌詞を表示するもの

である（上記１(2) のとおり）。 

したがって，原告の主張は失当である。 

 (3) 以上のとおり，審決に相違点の看過は認められない。 

 ３ 取消事由３（容易想到性の判断の誤り）について 

本願発明は引用発明から容易に想到することはできないとの原告の主張は，以下

のとおり採用できない。すなわち， 

(1) 原告は，「引用発明の課題は，作詞支援や替え歌という音楽に関する創作支

援であり，音楽の数小節単位で音符と関係づけて当該部分の前後をリピートして再

生して部分毎に音楽の理解をすすめるものであるが，本願発明の課題は，音楽全体
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の中でどのパートにおいてメールの文章を同期表示するかを選択する際にその判断

を容易にするために，編集中のパート番号と歌詞の静的な画面表示や音楽と同期し

て動的に表示される歌詞を，画面の２箇所に表示するもので，部分的な理解ではな

く音楽全体のパートの理解をすすめるものである。なお，本願発明において，同期

表示する対象は，本願明細書の請求項１の記載から，メールの文章といった音楽に

関係しない独自に作成した文章と理解され，引用発明において表示される音楽の一

部を構成する文章とは異なるものである。したがって，両者は，課題解決方法にお

いて大きく相違する。」と主張する。 

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

ア 本願の請求項２には，「音楽と同期して歌詞を表示するプログラム及び歌詞

を独自の文章に編集するプログラムを組み込み，両方のプログラムを実行して，音

楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面に文章を編集する画

面を表示する機能」との記載があるだけで，文章の種類や表示される単位（まとま

り）についての記載はなく，同期表示する対象がメールの文章であることも，メー

ルと音楽の同期を音楽全体の中においてパート単位で選択することも，特定されて

いないから，原告の主張は，本願の請求項２の記載に基づいた主張とはいえない。

なお，原告は，本願の請求項１の記載から，同期表示する対象がメールの文章であ

ると主張するが，請求項２に係る発明の認定に当たり，他の請求項の記載に基づい

て解釈することは許されない。 

そして，請求項２の記載からすると，編集する文章は，原告が主張する「メー

ル」の文章のみに限定されるものではなく，引用発明におけるユーザ自身が作詞し

た独自の文章も包含されると理解され，また，表示される単位については，原告が

主張する「パート」のみに限定されるものではなく，引用発明における複数小節単

位も包含されると理解される。 

イ また，原告は，本願発明は，音楽と同期する歌詞と編集部分のパート毎の歌

詞とを，画面の２箇所で表示するとの特有の課題解決方法があると主張するが，本
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願の請求項２には，編集中のパート番号と歌詞（参照用の元の歌詞）を画面表示す

ることは記載されていないから，原告の上記主張は，請求項２の記載に基づくもの

ではなく，採用することができない（上記１(2) のとおり）。 

ウ したがって，原告のいう本願発明と引用発明との課題解決方法の相違は認め

られず，容易想到性の判断に誤りがあるとの主張は失当である。 

(2) 原告は，「本願発明は，音楽を聴きながら当該音楽と同期したメールなどの

文章を表示するもので，同期する音楽パートは間奏部を含めた音楽全体の中からユ

ーザが任意に選択することを課題の一つとし，パート番号を用いることで歌詞のな

い間奏部についても，パート番号が画面表示される間に流れる音楽が当該パートの

音楽と理解することにより，課題の解決を図るものであり，また，本願発明におけ

る『音楽と同期して歌詞を表示するプログラム』及び『歌詞を独自の文章に編集す

るプログラム』は，本願の請求項１にいう各プログラムを指すものであるのに対し，

引用発明においては，パート番号に相当するものがなく，楽譜のみの表示であるか

ら，本願発明は，引用発明から容易に想到できたとはいえない」と主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。 

すなわち，本願の請求項２には，音楽の再生に関して，「音楽と同期して歌詞を

表示するプログラム」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しなが

ら同じ画面に文章を編集する画面を表示する機能」という記載があるのみで，原告

が主張する「パート番号」については何ら記載されておらず，歌詞のない間奏部

（歌詞のない音楽パート）について，どのような処理や表示が行われるかも特定さ

れていない。この点，原告は，請求項２における「音楽と同期して歌詞を表示する

プログラム」及び「歌詞を独自の文章に編集するプログラム」は，本願の請求項１

に記載された各プログラムを指す旨主張するが，上記のとおり，請求項２に係る発

明の認定に当たり，他の請求項の記載に基づいて解釈することは許されない。 

したがって，本願発明が，パート番号を用いることで歌詞のない間奏部について

も，パート番号が画面表示される間に流れる音楽が当該パートの音楽と理解するこ
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とができるものであることを前提とする原告の上記主張は失当である。 

(3) 原告は，「本願発明は，音楽演奏と同期して順次パート毎の歌詞を表示する

とともに編集中のパート番号及び歌詞を同一画面に表示する機能を有するものであ

り，音楽パートの理解を促すという進歩性を有するものであり，本願発明の訳詞コ

ードは，音楽と同期して歌詞を表示するプログラムを実行する際に，表示する文章

について歌詞と編集後の文章を切り替えるものであって，同技術も，引用発明から

容易に想到することはできない。」旨主張する。 

 しかし，原告の主張は失当である。 

訳詞コードは，本願の請求項２において「音楽と同期して歌詞を表示するプログ

ラムにおいて元の歌詞と独自の文章を選択するコード（訳詞コード）」と規定され

ているとおり，元の歌詞と独自の文章を選択するためのコードである。訳詞コード

が，音楽と同期して歌詞を表示するプログラムを実行する際に，表示する文章につ

いて歌詞と編集後の文章を切り替える機能を有するものであるとしても，本願発明

ないし訳詞コードは，引用発明に基づいて容易に想到することができるというべき

である。 

 ４ 取消事由４（本願発明の効果に関する認定の誤り）について 

原告は，「本願発明は，画面２箇所に表示される歌詞が一致する間に流れる音楽

が当該パートであることを明確に示し，歌詞と合わせてパート番号を表示すること

で，携帯電話などの小画面で音楽パートの理解をすすめることができるという，引

用発明にない顕著な効果を有するから，本願発明の効果について，引用発明から想

定される範囲を超えるものでないとした審決の判断は誤りである。」と主張する。 

しかし，原告の主張は失当である。 

本願明細書には，発明の効果に関し，「音楽再生と合わせて音楽と同期した歌詞

を表示する画面及び文章編集画面を同時に表示することで編集中のパートが音楽の

中でどのフレーズであるかをわかりやすくな（る）」（段落【０００５】），また，

発明の実施の形態について，「図４の画面下部の当該パートの文章編集画面を表示
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し，その上段には曲名と元の歌詞を表示，下段にはパートの順番と文章編集部を表

示し，文章編集部にコンピュータの文書入力機能で独自の文章を入力する。」（段

落【０００６】）との記載がある。 

しかし，本願の請求項２には，歌詞の表示に関しては，「音楽と同期して歌詞を

表示する」及び「音楽再生に合わせて音楽と同期した歌詞を表示しながら同じ画面

に文章を編集する画面を表示する」との記載があるのみで，パート単位で歌詞など

を表示することや歌詞と合わせてパート番号を表示することは記載されていないか

ら，本願発明は，パート番号等に基づいた特別の作用・効果を奏するものとはいえ

ない。 

また，本願発明の電子機器は，「歌詞を独自の文章に編集するプログラム」を組

み込み，「文章を編集する画面を表示する」ものであるとしても，文章を編集する

「画面」に，編集中のパートに対応する元の歌詞が表示されることは特定されてお

らず，「音楽と同期した歌詞」との一致を比較すべき編集部分の「歌詞」の存在が

明らかではない。 

そうすると，原告の主張する「画面２箇所に表示される歌詞が一致する間に流れ

る音楽が当該パートであることを明確に示すことができること」及び「歌詞と合わ

せてパート番号を表示することで音楽の中のパートの位置などの理解をすすめる」

という効果は，本願の請求項２に係る発明の構成に基づく効果とはいえない。 

したがって，原告の主張は失当である。 

 ５ 取消事由５（本願の請求項１について検討しなかった判断の誤り）について 

原告は「本願発明は，請求項１も含めて，音楽と一体化してメールの文章を表示

することで，メールの付加価値を高めるという顕著な効果作用を奏するものである

から，審決は，本願の請求項１について検討しなかった判断の誤りがある。」と主

張する。 

 しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。 

 すなわち，本願の請求項２が特許されるべきか否かを判断するに当たり，請求項
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１項の内容を含めて判断することは許されない。本願の請求項２に係る発明が，引

用発明に基づいて容易に想到し得るものである以上，請求項１に係る発明の内容を

考慮にいれて判断しなかったことをもって，違法ということはできない。 

 ６ 小括 

以上のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき

違法は認められない。その他，原告は縷々主張するが，いずれも採用の限りでない。 

第５ 結論 

よって，原告の請求は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決す

る。 
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別紙 

【図１０】 

 

 

 

 

 

 

 


